
TANGO OPEN認定事業実施要項 

 

（目的） 

第１条 この要項は、丹後織物工業組合（以下「当組合」という。）が、丹後ちりめんをは

じめとする質の高い織物・シルク関連商品等を生産・販売する事業者を認定し、ブラン

ド力の向上及びその情報発信により、丹後ちりめん及び丹後地域を広く周知し、地域経

済活性化に寄与することを目的とする。 

 

（対象事業者） 

第２条 認定対象となる事業者は、次に掲げる要件を満たす者とする。 

 (1) 宮津市、京丹後市、伊根町及び与謝野町（以下、「丹後地域」という。）内に居住す

る個人事業者又は丹後地域内に主たる事業所を有する法人若しくは団体 

 (2) 丹後地域内で織物に関する商品の企画及び製造又は加工の主たる工程を行っている 

者 

 (3) 丹後地域外に居住する個人事業者又は法人若しくは団体にあっては、第１号及び第

２号を満たす者の推薦がある者 

 

（申請） 

第３条 認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、次の書類を当組合 理事

長（以下「理事長」という。）に提出しなければならない。 

 (1) TANGO OPEN認定申請書（様式第１号） 

 (2) 誓約書（様式第２号） 

 (3) 申請者の概要が分かる書類（第２条第３号の推薦がある場合は、その推薦をする者

について概要が分かる書類） 

  ア 定款又は寄付行為、規約その他これに類する書類（法人又は団体のとき） 

  イ 事業内容を示すパンフレット等 

 (4) その他理事長が必要と認める書類 

２ 申請書の提出期限は、理事長が別に定める日とする。 

 

（認定審査委員会の設置） 

第４条 申請者の申請について審査するために、当組合に TANGO OPEN認定審査委員会（以

下「審査委員会」という。）を設置する。 

２ 認定審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

（認定事業者の審査及び決定） 

第５条 理事長は、第３条第１項の規定による申請があったときは、審査委員会の審査を

経て、認定の可否を決定する。 

２ 前項の認定に当たっての認定基準は、別表１のとおりとする。 

３ 第１項の審査に当たっての判断基準は、別表２のとおりとする。 

４ 理事長は、前項の規定により認定の可否を決定したときは、文書により申請者に通知



する。 

５ 認定すべきと認めた者（以下「認定事業者」という。）は、認定料年額 15,000 円を理

事長が定める日までに支払わなければならない。 

６ 認定の有効期限は、認定の日から１年とする。 

 

（ロゴマークの使用） 

第６条 認定事業者は、別表３に定める「TANGO OPEN」ロゴマーク（以下「ロゴマーク」

という。）を使用することができる。 

２ ロゴマークを使用する際は、次のことを遵守しなければならない。 

 (1) オリジナルデザインの形状を変更しないこと 

 (2) 自らの使用承認を第三者に譲渡しないこと 

 (3) その他、別途定める「TANGO OPENガイドライン」によること 

 

（内容の変更） 

第７条 認定事業者は、第３条の申請内容に変更がある場合は、TANGO OPEN認定申請事項

変更届出書（様式第３号）により、速やかに理事長に提出しなければならない。 

  ただし、理事長が軽微な変更であると認める場合は、この限りでない。 

 

（業務状況の徴取等） 

第８条 理事長は、特に必要があると認めるときは、認定事業者に対して、申請内容に関

する報告を求め、実地について調査することができる。 

２ 前項により、改善・指導する必要があると認められる場合は、改善勧告等を行うこと

ができる。 

 

（認定の取り消し） 

第９条 理事長は、認定事業者が次に掲げる事項に該当すると認めるときは、認定を取り

消すことができる。 

 (1) 認定基準に適合しないと認められたとき 

 (2) 虚偽の申請により認定を受けたと認められたとき 

 (3) その他、事業の運用に重大な支障をきたす行為があったとき 

２ 理事長は、前項の規定により認定を取り消そうとする場合において、必要があると認

めるときは、当該認定の取り消しの可否について、審査委員会の意見を聴くことができ

る。 

 

（認定の更新） 

第 10条 認定事業者は、認定の更新を受けようとするときは、認定の有効期間が終了する

１ヶ月前までに TANGO OPEN認定更新申請書（様式第４号）を理事長に提出しなければな

らない。 

２ 第５条第１項、同条第２項及び同条第４項の規定は、前項の規定による認定の更新に

ついて準用する。 



 

３ 更新が認められた認定事業者は、次のとおり更新料を理事長が定める日までに支払わ

なければならない。 

  （１）当組合員 年額  9,000円（税込） 

  （２）非組合員 年額 10,000円（税込） 

 

（その他） 

第 11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。 

２ 当組合が廃止されたときは、審査委員会の設置及び運営については、後継の組織･団体

に引き継ぐものとする。 

 

 附 則 

 この要項は、令和３年８月１日から施行する。 

 

別表１ TANGO OPEN認定基準  

別表２ TANGO OPEN認定審査委員会 認定審査表 

別表３ TANGO OPENロゴマーク 



別表１ 
TANGO OPEN認定基準 

                               
 

Concept 
 

方向性の理解 

「TANGO OPEN」コン

セプトへの理解 

① 丹後ちりめんの伝統技術を背景に、技術を磨いて生み出した製品が世界に通用するものであ

ると自信をもって送り出す意欲があるか 

②「丹後」「丹後の織物」のイメージアップにつながる効果が期待できるか  

Quality 
 

品質 

長年培った歴史や技

術に基づいた商品づ

くり 

① 製造・使用する生地は、丹後地域で製造されたものか 

② 確かな技術と品質に裏付けられた製品であるか  

Creative 
 

創造性 

 

独自の商品づくりを

目指している 

①  オリジナリティを意識したものづくりをしているか 

② 現代のライフスタイルにあったデザインの提案やアプローチを行っているか  

Ethical 
 

道徳的 

「丹後」「丹後の織

物」に対する誇りと

他者と連携したブラ

ンドの維持・発展 

① 生地・商品づくりについて、誇りを持ち、真摯に取り組んでいるか 

②「丹後」「丹後の織物」ブランドの維持、発展について、他の事業者や関係者と連携・協力し

ながら、積極的かつ継続的に関わる意欲があるか 

③ 仲介事業者や販売店等に対しても「丹後」「丹後の織物」ブランドの維持、発展に理解を得る

よう取り組んでいるか（品質に見合った価格設定等） 

 



別表２ 

TANGO OPEN認定審査委員会 認定審査表 
 

申請事業者名  

 

視 点 掛率 判     定 

Concept 

方向性の理解 
×１ ５    ４    ３    ２    １ 

Quality 

品質 
×２ ５    ４    ３    ２    １ 

Creative 

創造性 
×１ ５    ４    ３    ２    １ 

Ethical 

道徳的 
×２ ５    ４    ３    ２    １ 

 

総合点          点／３０点（満点） 

 

※ 判定基準：５ 十分適合する    ４ やや適合する  ３ 適合する 

       ２ あまり適合しない  １ 適合しない 

 

・審査委員会の委員の付けた総合点が平均で 18点以上の場合に認定（全て３の場合 18点） 

・ただし、各委員の判定を集計した結果、「1」の評価が１項目以上又は「2」の評価が 2 項

目以上ある場合は、不認定 

 
 

【コメント】 

 

 
委員名 

 

※ コメントに関しては、事業者にフィードバック 











TANGO OPENガイドライン

ロゴを使用する品目等 考え方

タグ 大

小

ハンガー

ハンカチタグ

タトゥ

ステッカー

織りネーム

反物用シール

プリントネーム

織物生地（白生地）へのスタンプ押印 前例はなし。今後検討可

織物生地への織り込み

商品へのデザイン

布製のタグ

封筒

包装紙、段ボール箱など

名刺

品質を統一するためグラフ株式会社で見本を作

成し、それに基づいて各認定事業者等が各々業

者に発注する

グラフ株式会社が作成したものを使用

（別添）


